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全国学調「数字で子どもや学校を

　　　　　　　評価してはいけない」（県教委）
　１１月１５日（木）、日教組香川は、香川県教育委

員会と勤務条件改善等に関して交渉を行いました。日

教組香川からは嶋村中央執行委員長他５名、県教委か

らは工代教育長他１４名が出席しました。　

　人事委員会勧告と報告、県教委が３月末に発表した

「教職員の働き方改革プラン」に関して、その具体的

な実行について要求しました。

　以下は、県教委との交渉経過の概略です。

人事委員会の勧告を尊重する
日教組香川　「平成３０年香川県人事委員会勧告と報

　告」を踏まえ、教職員の賃金水準の引き上げを行う

　こと。今後、賃金カットを行わないように努力する

　こと。また、賃金の決定にあたっては、教職員団体

　と十分な協議を行うこと。さらに、公務・学校現場

　になじまない能力・実績主義に基づく賃金・処遇へ

　の反映は拙速に行わないこと。

県教委　人事委員会の勧告を尊重するということを基

　本として対応すべきものと考えている。給与に関す

　る協議についても適切に対応したいと考えている。

　なお、同勧告を踏まえ、昇給及び勤勉手当に勤務実

　績を反映させているところである。

日教組香川　知事部局の話では、行政職に関しては、

　全国低位にある賃金水準を『全国中位に向けて努力

　する』らしい。学校事務職員の賃金改善を工夫・検

　討してほしい。

市町教委の取組状況は情報収集している
日教組香川　教職員の超勤・多忙化解消に向けての

　「教職員の働き方改革プラン」の目標達成に向け、

　県立学校の進捗状況を明らかにすること。また、市

　町教育委員会の進捗状況を調査し、明らかにすると

　ともに、不十分な点については指導すること。

県教委　「勤務時間の客観的な把握」は、教職員の勤

　務の状況を正確に理解し、勤務の実情に応じた適正

　な管理を働きかけている。教職員の働き方改革の評

　価をどのように行っていくかについては、現在、検

　討中であるが、市町教育委員会の取組状況について

　は、教職員の働き方改革プランの重点的に取り組む

　事項を中心に、適宜、情報収集を行っている。

日教組香川　フォローアップをし、市町教委への提案

　をお願いしたい。

３６協定は市町教委が適切な処置を行う
日教組香川　学校事務における「共同実施」の確立と

　学校事務職員への権限移譲を進め、学校事務職員の

　拡充や職務の明確化、効率化を行うこと。

　　また、学校現場で「３６協定」を結ぶよう、市町

　教育委員会を通じて学校長に周知、徹底すること。

　さらに、「３６協定」締結状況を調査し、明らかに

　すること。

県教委　学校事務職員については、義務標準法に則っ

　て配置している。３６協定については、事務職員の

　服務を監督する市町教育委員会が適切な処置を行う

　ものと考える。

会計年度任用職員の導入を検討している
日教組香川　現在の学校教育に不可欠な臨時採用教職

　員が、不安定な雇用状況にあることを認識し、継続

　的な任用に努力すること。また、学校現場に必要な

　配置ができるよう、雇用条件の改善を行うこと。さ

　らに、平成３２年度から導入される会計年度任用職

　員の勤務条件について、現行水準から低下させない

　こと。

県教委　臨時的任用教職員の適切な任用に努めている。

　会計年度任用職員制度の導入に向けて検討している

　ところである。

不妊治療は管理職に相談してほしい
日教組香川　長期間の不妊治療が可能となる休暇制度

　を新設すること。

　　また、職場で不妊治療をしている教職員に対して、

　十分な配慮をするよう市町教育委員会や学校長に指

　導すること。

県教委　不妊治療の内容によっては、病気休暇の承認

　ができるものもあるため、申請前に管理職に相談す

　るよう周知している。

　　
人権・同和教育の充実は必要である
日教組香川　人権・同和教育の研修が不十分な実態を

　踏まえ、その充実を図るよう推進すること。特に、

　「みんなですすめる人権・同和教育」（改定版）を

１１．１５県教委交渉

手交する嶋村日教組香川委員長(左)と工代県教育長手交する嶋村日教組香川委員長(左)と工代県教育長手交する嶋村日教組香川委員長(左)と工代県教育長
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　全教職員に配付するとともに、初任者研修や校内研

　修での活用を図るよう指導すること。また、「みん

　なですすめる人権・同和教育」に、ＬＧＢＴの子ど

　もたちや教職員が過ごしやすい学校にするための視

　点を追記すること。

県教委　人権・同和教育の充実は必要であると考えて

　おり、今後も新たな人権課題を加えながら各種研修

　会等に取り組んでいきたい。「みんなですすめる人

　権・同和教育」の再改定版については平成２９年３

　月に発行し、ホームページに掲載するとともに、各

　学校へ配付した。平成２９年以降は、初任者に配布

　しており、学校へは各研修会で積極的な活用を呼び

　かけている。また、教育センターと連携し、「オン

　ライン研修サイト」での掲載を検討中である。

日教組香川　学校での研修を充実させるためにもハン

　ドブックの全員配付を検討してほしい。

障害のあるなしに関わらず子どもの人権を
尊重したい
日教組香川　すべての子どもや保護者のニーズにあっ

　た「インクルーシブ教育」を推進すること。

　　県下の教育が活性化し、インクルーシブ教育の充

　実を図るため、小・中学校と特別支援学校との人事

　交流を積極的に行うこと。

　　また、子どもたちの人権が守られるような教育活

　動を行うよう、市町教育委員会を指導すること。

県教委　すべての小・中学校、高校では、特別支援教

　育コーディネーターを中心とした校内委員会が設置

　されるなど、支援体制の整備は進んでおり、インク

　ルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育

　の充実に取り組んでいるところである。障害のある

　なしに関わらず、子どもの人権を尊重し適切な対応

　を行うことが必要である。

数字で子ども学校を評価してはいけない
日教組香川　学校や地域の序列化につながるおそれが

　ある全国学力・学習状況調査の数値での結果の公表

　をしないように、引き続き市町教育委員会や学校に

　働きかけること。県学習状況調査についても同様に

　働きかけること。

県教委　全国学力・学習状況調査及び県学習状況調査

　の実施要領に基づき適切に実施している。

日教組香川日教組香川日教組香川

１１月９日　県教委から給与改定説明

○人事委員会の報告・勧告等を踏まえ、次のとおり実

　施

１　本年の民間給与との較差に基づく給与改定等

　【平成３０年４月から適用】

　　○給料表

　　　　勧告どおり引上げ改定

　【平成３０年１２月から適用】

　　○期末・勤勉手当

　　　　年間支給月数を引上げ

　　　　・４．４０月分⇒４．４５月分

　　　　　（勤勉手当を０．０５月分引上げ）

　　　※平成３１年度以降、６月期と１２月期の期末

　　　　手当の支給月数が均等になるよう配分する。

　　　　（各期１．３月分ずつ）

２　その他

　【平成３０年４月から適用】

　　○宿日直手当

　　　　勧告どおり支給額の上限額を２００円程度引

　　　上げ改定

　　　　　勤務の種類　　　　 現行単価　改定後単価

　　
通常の宿日直

　勤務１回 　 4,200円　 4,400円

　　　　　　　　　半日勤務日※　 6,300円　 6,600円

　　特別な宿日直　勤務１回 　 7,200円　 7,400円

　　(学寮当直等)　半日勤務日※　10,800円　11,100円

　　常勤勤務（月額）　　　　 21,000円　22,000円

　　※「半日勤務日」は、宿日直勤務が半日勤務の退

　　　庁時から引き続き行われた場合の勤務１回当た

　　　りの単価を表す。

　【平成３１年４月から実施】

　　○通勤手当（特別料金等）

　　　　通勤手当の特別料金等（特急料金及び高速道

　　　路料金）について、通勤することが特に困難で

　　　ある職員に限り、特別料金等の全額（支給限度

　　　額40,000円／月）を支給する。

　　　　現行：特別料金等の１／２の額を支給

　　　　　　　　（支給限度額：20,000円／月）
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市水泳記録会は廃止方向で検討
特別支援学級の宿泊学習は男女別宿泊へ

　１１月２９日、高松市役所で、高松地区労働組合連

合会・連合香川東地域協議会・連合香川高松地区協議

会による、高松市への「２０１９政策・制度に関する

要望書」（市政要求）に対する回答交渉がありました。

　日教組高松は、今回の市政要求に対して、教育関係

として要望をしており、交渉当日も重点を絞って質問

をし、市教委から以下の回答を得ました。

・時間外勤務が８０時間を超えている教職員は、学校

　長が指導する。１０月以外のデータは学校で管理し

　てほしい。業務改善に関しては、その具体的な方法

　を教えて欲しい。組合の協力を是非お願いしたい。

・「全国学力・学習状況調査」の結果を数値で保護者

　に公表した学校には、校長会等で指導した。

・水泳記録会に関しては、校長会で廃止の方向で話し

　ており，来年初めには結論を出したい。

・「高松市小学校特別支援学級連合宿泊学習」に関し

　ては、子どもも教職員も男女別の宿泊で改善を指導

　しており、その方向で実施すると聞いている。補助

　金は増額で要望している。

　日教組高松としては、長年の要求だった水泳記録会

の廃止や、「高松市小学校特別支援学級連合宿泊学

習」での男女別宿泊など、要望が実現した項目に関し

ては評価します。しかし、教職員の長時間労働是正に

関しては、市教委の具体策の無さが明らかに、また、

「全国学力・学習状況調査」の結果数値公表問題に関

しても市教委の方針に反した学校に対してペナルティ

ーをしないことも明らかになりました。今後は、さら

に市教委に具体的案改善策等を求めて行きます。

日教組香川（高松地区教職員組合）ニュース

回答

１．教職員の労働環境整備

２．学校の事務職員の業務適正化と３６協定の締結ついて

学校における業務の適正化のためには、学校事務職
員への権限移譲、学校事務職員の拡充や職務の明確
化、効率化を行うことや、学校事務における「共同
実施」の確立、教員の業務負担改善の観点から公務
支援員の配置等が必要である。各施策が進むよう、
各学校長への指導や働きかけを行うこと。
また、各学校現場で学校事務職員と「３６協定」を
結ぶよう教育委員会を通じて各学校長に周知、徹底
すること。

　学校の事務職員の業務の適正化のために、校長研修会において
各学校長へ指導や働きかけを行っています。
　また、事務職員の「３６協定」につきましては、本年１０月の
小・中学校の校長会で周知し、現時点で協定締結を完了していま
す。

（回答：教育局学校教育課）

要望事項

(１)市立小・中学校におきましては、ＩＣカードを用いた出退勤
時刻記録システムを導入し、その記録を踏まえながら、教職員の
意識改革を進めるなどの働き方改革を推進しております。
(２)「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に
沿った望ましい休養日や部活動時間については、平成３０年度末
に策定予定の香川県の部活動ガイドラインを踏まえて、本市の方
針を検討・協議後、各学校に周知・指導します。
(３)市立小・中学校におきましては、平成２９年度より、全ての
教職員が休暇取得できる体制を整え、心身のリフレッシュを図れ
るよう、夏季休業中に学校閉庁日を３日間設けており、この間、
当番勤務をする教職員を置くことなく、管理職も休暇を取ること
ができるようになったことから、一定の成果があったものと存じ
ております。
 年末年始に学校閉庁日を設ける考えにつきましては、「高松市
教育委員会　教職員の働き方改革プラン」の達成状況を検証しな
がら、研究してまいりたいと存じます。
(４)部活動等を終えて帰宅する時刻や、その日のうちの保護者へ
の連絡・情報提供等が、児童生徒の安全確認や家庭・地域との連
携において大変重要でありますことなどを考慮し、応答開始時刻
を、小学校が１９時より、中学校が、５月～１０月は１９時３０
分、１１月から４月は１９時から、と設定しております。
(５)「高松市教育委員会　教職員の働き方改革プラン」は、今年
度から３年間の取組を示したもので、年度ごとにその達成状況を
検証しながら、内容の改善を図っていくこととしており、今後、
時期を定めて、出退勤時刻記録システムの記録データを集計・分
析するなど、適切に対応してまいりたいと存じます。

（回答：教育局学校教育課）

教職員の超勤・多忙化解消のため計画されている
「教職員の働き方改革推進事業」を実効性のあるも
のとすること
(１)厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使
用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の趣旨
のもと、適正に把握された労働時間の状況を基に教
職員の働き方が改善されるよう、各学校長に周知、
徹底すること
(２)「運動部活動の在り方に関する総合的なガイド
ライン」に沿った望ましい休養日や部活動　時間の
基準の実施を各学校長に周知、徹底すること
(３)学校閉庁日の設定は夏季休業期間中だけでな
く、冬季休業期間中にも設定すること
(４)留守番電話対応等の導入に伴う電話対応の業務
は勤務時間内に行うように、各学校長を指導するこ
と
(５)教職員の超勤・多忙化が大きな問題に社会問題
になっている中、「高松市教育委員会　教職員の働
き方改革プラン」の進捗状況、特に目標である「時
間外勤務が月８０時間を超える教職員をゼロに。す
べての教職員が、時間外勤務を２５％以上削減」が
どのくらいすすんでいるか数値で報告すること。
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回答要望事項

３. 少人学級編成の拡充について

市費講師配置で、少人数学級編成の拡充をするこ
と。

　市費講師による少人数学級編制につきましては、今年度も８校
で実施しているところです（県費による少人数学級は、小学校１
２校、中学校６校で実施）。
　市独自の少人数学級の更なる拡充については、成果を見極めな
がら検討してまいりたいと存じます。

（回答：教育局学校教育課）

４. 「全国学力・学習状況調査」の非公表について

「全国学力・学習状況調査」については，各学校の
序列化につながるおそれがあることから，引き続き
数値による結果の公表（グラフも含む）をしないこ
と。

　「全国学力・学習状況調査結果の公表」については、本年度も
数値による結果の公表は行わないこととしています。
　本調査の目的は、調査結果を分析し、教育施策の検証・改善を
図るとともに、学校における教育指導の充実や学習状況の改善に
役立てることであり、数値による公表は、調査の目的に沿うもの
ではなく、各学校の序列化につながる恐れがあるものとの認識か
ら、公表は本年度も文章による表現とします。

（回答：教育局学校教育課）

５. 就学時健康診断の学校への委託業務について

就学時健康診断について，あらためて、学校が本来
する業務でないことを確認し，市が責任をもって行
ない，学校への委託業務をやめること。当面，学校
に業務を委託する場合は，学校教育に支障にならな
いように配慮すること。特に，就学時健康診断によ
り，授業時数が少なくなったり，授業時間が短く
なったりしている現状を改善すること。また，就学
時健康診断についてその趣旨等を職員にきちんと説
明するよう校長ならびに実施担当者会議で周知する
こと。

　各学校には、工夫して授業時間を確保していただいているとこ
ろですが、学校を会場とすることで、入学前の子どもたちの不安
を取り除いたり、学校が事前に子どもたちの情報を直接収集でき
るなどの大きなメリットがあります。
また、事前の打合せ会で、趣旨を説明するとともに学校に協力を
依頼しているところであり、今後とも学校を会場とすることに協
力をお願いしたいと考えています。

（回答：教育局保健体育課）

６. 陸上記録会等の社会教育への移行について

　市教委が主催している大会に向け、各学校では練習や準備を
行っています。
練習の参加に当たっては、各学校で幅広く募集をし、それぞれ意
欲ある子どもたちが熱心に活動に励み、子どもたちの様々な個性
や特性の伸長が図られる、良い機会と考えています。

（回答：教育局保健体育課）

　社会教育の一環として、高松市子ども会育成連絡協議会との共
催事業の実施や、子どもに体験活動の場を提供する事業等への助
成を通して、引き続き、多くの子どもが参加できる行事や多様な
体験活動ができる機会を設けてまいりたいと存じます。

（回答：教育局生涯学習課）

７. 「高松市小学校特別支援学級連合宿泊学習」の改善について

市教委後援の「高松市小学校特別支援学級連合宿泊
学習」で、以下の状況を改善するよう、高松市小学
校特別支援教育研究会を指導すること。また、改善
のために、補助金を増額すること。
（１）男子、女子の子どもが一緒の部屋で寝ている
（２）男子、女子の教員が一緒の部屋で寝ている
（３）男子教員と女子の子どもが一緒の部屋で寝て
いる
（４）女子教員と男子の子どもが一緒の部屋で寝て
いる

　高松市小学校特別支援教育研究会が次年度に計画している高松
市小学校特別支援学級連合宿泊学習については、指摘されている
状態を改善するよう教育委員会として指導しており、研究会事務
局からも改善に取り組む旨報告を受けております。
　また、補助金については、市の財政状況を勘案しながら、可能
な範囲で増額について検討してまいりたいと存じます。

（回答：教育局総合教育センター）

市教委が主催している陸上記録会，水泳記録会，科
学体験発表会等，一部の子どもたちが参加している
行事が，学校教育に欠かさないという認識を改める
とともに，社会教育に移行させるための準備をする
こと。
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大雨・台風で被害を受けられた組合員の皆さまへ 
このたびの大大雨雨、、台台風風により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。教職員共

済の各共済をご契約の方で、このたびの大大雨雨、、台台風風により「建物への被害」「お体のけが」「お車の

被害」等を受けられた方は、下記までご連絡ください。 

共済金ご請求専用フリーダイヤル 
0120-065411（平日 9：00～17：30） 

共済⾦のお⽀払について  
※次の各共済をご契約されている方はお支払いの対象となることがありますのでお問い合わせ下さい。 

総合共済  火災共済・自然災害共済  車両共済（保険）  医療共済  レスキュースリー（交通災害共済） 
 

契約に関するお問い合わせ等は、0120-27-8140 東四国事業所までご連絡ください。 
（受付時間：平日午前 9時～午後 5時 30 分） 

気軽におしゃべり、気軽におしゃべり、 

師走のＪＴ師走のＪＴＵ−カフェカフェ 
２０１８年１２月２０日（木）１８：３０〜 

日教組香川事務所（高松市中野町 15−24 佐藤ビル１Ｆ） 

相談ごとなどありましたら、お気軽にお越しください。飲み物とお菓子を用意しています。

電話やファックスでの相談もできます。なお、日教組香川組合員で無い方も歓迎です。た

だし、その場合、お茶代 500 円をいただきます。 

同時開催、人事異動の相談会
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「１５の春」をめざして　　－人権教育講座第１回－

　１１月３０日、日教組香川主催の人権教育講座が

香川部落解放・人権啓発センター（丸亀市）で行わ

れました。講師は山下隆章さん（香川県人権・同和

教育研究協議会事務局次長）で、３回シリーズで話

をしていただきます。

　今回のテーマは「１５の春をめざして」でした。

その概要は以下の通りです。

　最初に人権・同和教育はすべての教育活動の基盤

であることを人権・同和教育の成果や教育基本法を

挙げながら確認しました。そして、教職員が児童・

生徒の「１５の春」の姿を想像し、今、何を身につ

けなければならないかを考え、実践していくことの

重要性を山下先生の具体的な実践を通して、話をさ

れました。その中では進路をささえる「学力」、規

範意識を高める「生徒指導」、同和問題学習を「生

き方」学習へなど学校教育全体を見据えた話があり

ました。

　次回は、「香川の部落史」です。

若い教職員に聞いてほしい

●今回の山下先生の話は、学校教育における人権・同和教育の位置づけを具体的な実践を通して、話を聞く

ことができた。人権・同和教育の全体像が見える話であった。私たちがしている授業、学級づくり、児童・

生徒との関係の基本は、人権・同和教育の中にあると再認識できた。

●私の身近にも人権・同和問題学習に対する不安を克服し、意欲的に取り組んでいる若い教職員がいます。

もしかしたら、不安なまま実践している教職員がいるかもしれません。

　そんな若い教職員に聞いてほしい話でした。人権・同和教育を系統的に、まとまった形で聞くことはめっ

たにありません。
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開催中

報告は

裏面に

参加申込み、

問い合わせは


